
議案第●号 

   受益者負担の適正化に係る関係条例の整備に関する条例の制定について 

 受益者負担の適正化に係る関係条例の整備に関する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

令和７年（２０２５年）１１月１７日提出 

宝塚市長 森  臨太郎 

 

宝塚市条例第  号 

受益者負担の適正化に係る関係条例の整備に関する条例 

（宝塚市一般事務手数料条例の一部改正） 

第１条 宝塚市一般事務手数料条例（平成２２年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第５(１)の項中「３００円」を「４００円」に、「２００円」を「３００円」に改

め、同表(２)の項及び(３)の項中「３００円」を「４００円」に改め、同表(４)の項中

「３００円」を「４００円」に、「２００円」を「３００円」に改め、同表(５)の項中

「２５０円」を「３００円」に改め、同表(６)の項中「３００円」を「４００円」に改

め、同表(７)の項中「３００円」を「４００円」に、「２００円」を「３００円」に改

め、同表(８)の項中「３００円」を「４００円」に改め、同表(９)の項中「３００円」を

「４００円」に、「２００円」を「３００円」に改め、同表(10)の項、(11)の項及び(13)

の項中「３００円」を「４００円」に改め、同表(14)の項中「禁治産及び準禁治産並び

に」を削り、「３００円」を「４００円」に改め、同表(15)の項から(17)の項までの規定

中「３００円」を「４００円」に改める。 

（宝塚市環境衛生事務手数料条例の一部改正） 

第２条 宝塚市環境衛生事務手数料条例（平成２２年条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第１号中「３００円」を「４００円」に改め、同条第２号中「又は宝塚市営霊園

合葬式墓所使用許可証の書換え（宝塚市営霊園条例（平成２９年条例第４６号）第４３

条第２項の規定による書換えに限る。）又は」を「の書換え（宝塚市営霊園条例（平成

２９年条例第４６号）第１２条第１項の普通墓所使用権の承継及び第２６条第１項の特

別墓所使用権の承継に伴う書換えに限る。）若しくは再交付又は宝塚市営霊園合葬式墓



所使用許可証若しくは宝塚市営霊園樹木葬式墓所使用許可証の」に、「３００円」を

「４００円」に改め、同条第３号中「３００円」を「４００円」に改める。 

（宝塚市計量事務手数料条例の一部改正） 

第３条 宝塚市計量事務手数料条例（平成２２年条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２項中「３００円」を「４００円」に改める。 

（宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例の一部改正） 

第４条 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例（平成２２年条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

別表第５中「３００円」を「４００円」に改める。 

（宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部改正） 

第５条 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例（平成２２年条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 

別表第６中「３００円」を「４００円」に改める。 

（宝塚市消防事務手数料条例の一部改正） 

第６条 宝塚市消防事務手数料条例（平成２２年条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第３項中「３００円」を「４００円」に改める。 

（宝塚市立市役所内駐車場条例の一部改正） 

第７条 宝塚市立市役所内駐車場条例（昭和５５年条例第３６号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第２項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額」を「別

表の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる使用時間に応じ、同表の右欄に掲げる金

額」に改め、同項各号を削る。 

  附則の次に次の別表を加える。 

別表（第４条関係） 

区分 使用時間 金額 

１２月２９日から翌

年の１月３日までの

午前８時以後午

後９時前に入庫

入庫から１時間

まで 

無料 



日（以下この表にお

いて「年末年始」と

いう。）以外の日に

入庫した場合 

した場合 入庫から１時間

を超える２０分

につき 

１００円 

 午後９時以後午

前８時前に入庫

した場合 

２０分につき １００円 

年末年始に入庫した場合 ２０分につき １００円 

  備考 使用時間に２０分未満の端数が生じたときは、これを２０分に切り上げる。 

（宝塚市立公民館設置管理条例の一部改正） 

第８条 宝塚市立公民館設置管理条例（平成２９年条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

別表１宝塚市立中央公民館利用料金の部中 

 「 

２８，６００円

７，４００円

３，４００円

５，４００円

５，４００円

３，４００円

６，０００円

２，６００円

            」 

 を 

 「 

２１，５００円

５，６００円

２，６００円

４，１００円



４，１００円

２，６００円

４，５００円

２，０００円

            」 

に改め、同部の表備考を次のように改める。 

備考  

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の

２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

３ 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が

市長の承認を得て定める。 

 別表２宝塚市立東公民館利用料金の部(１)施設の利用料金の款中 

 「 

４，６００円

４，２００円

３１，２００円

２，２００円

１１，４００円

４，８００円

３，４００円

８，０００円

１６，０００円

７，４００円

４，０００円

７，４００円



 」 

 を 

 「 

３，５００円

３，２００円

２３，４００円

１，７００円

８，６００円

３，６００円

２，６００円

６，０００円

１２，０００円

５，６００円

３，０００円

５，６００円

                」 

 に改め、同款の表備考を次のように改める。 

備考  

１ 市民以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の２

倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

３ 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が

市長の承認を得て定める。 

別表２宝塚市立東公民館利用料金の部(２)附属設備の利用料金の款駐車設備の項中

「３０分」を「２０分」に改め、同表３宝塚市立西公民館利用料金の部(１)施設の利用

料金の款中 

 「 



４，６００円 

９，２００円 

２６，０００円 

１０，０００円 

５，４００円 

６，８００円 

４，０００円 

２，６００円 

４，０００円 

６，６００円 

１２，０００円 

                   」 

を 

「 

３，５００円 

６，９００円 

１９，５００円 

７，５００円 

４，１００円 

５，１００円 

３，０００円 

２，０００円 

３，０００円 

５，０００円 

９，０００円 

           」 

 に改め、同款の表備考を次のように改める。 

備考  

１ 市民以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の２



倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

３ 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が

市長の承認を得て定める。 

別表３宝塚市立西公民館利用料金の部(２)附属設備の利用料金の款駐車設備の項中

「３０分」を「２０分」に改める。 

（宝塚市立スポーツ施設条例の一部改正） 

第９条 宝塚市立スポーツ施設条例（平成１７年条例第４１号）の一部を次のように改正

する。 

 別表１宝塚市立スポーツセンターの利用料金の部(１)施設の利用料金の款中 

「 

２０，０００円 

４００円 

８００円 

１３，０００円 

９，４００円 

５，８００円 

３２，４００円 

６００円 

１４，４００円 

６００円 

８００円 

７，２００円 

１０，８００円 

           」 

を 

「 



８，７００円 

６００円 

１，２００円 

４，９００円 

３，６００円 

２，２００円 

１２，２００円 

３００円 

５，４００円 

３００円 

３００円 

２，７００円 

４，１００円 

           」 

に改め、同款の表に次のように加える。 

備考  

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の

２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

 別表１宝塚市立スポーツセンターの利用料金の部(２)附属設備の利用料金の款バーベ

キュー設備の項中「３００円」を「５００円」に改め、同款弓道設備の項中「１００円」

を「２００円」に改め、同款駐車設備の項中「３０分」を「２０分」に改め、同款の表に

次のように加える。 

備考  

１ 市民以外の者がバーベキュー設備又は弓道設備を利用する場合は、この表に定

める当該設備の利用料金の額は、当該額の２倍に相当する額（備考２において「２



倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

るバーベキュー設備又は弓道設備の利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外

の者であるときにあっては、２倍相当額）の２倍に相当する額とする。 

  別表２宝塚市立高司グラウンドの利用料金の部(１)施設の利用料金の款多目的グラウ

ンドの項中「５，８００円」を「２，２００円」に改め、同款の表に次のように加える。 

備考  

１ 市民以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の２

倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

  別表２宝塚市立高司グラウンドの利用料金の部(２)附属設備の利用料金の款駐車設備

の項中「３０分」を「２０分」に改め、同表３宝塚市立末広体育館の利用料金の部(１)

施設の利用料金の款体育館の項中「 １ ８ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， ８ ０ ０ 円 」 に、

「３，６００円」を「１，４００円」に改め、同款の表に次のように加える。 

備考  

１ 市民以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の２

倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

 別表４宝塚市立売布北グラウンドの利用料金の部(１)施設の利用料金の款野球場の項

中「１３，０００円」を「４，９００円」に改め、同款テニスコートの項中「５，８００

円」を「２，７００円」に改め、同款の表に次のように加える。 

備考  

１ 市民以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の２

倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍



相当額）の２倍に相当する額とする。 

 別表４宝塚市立売布北グラウンドの利用料金の部(２)附属設備の利用料金の款駐車設

備の項中「３０分」を「２０分」に改め、同表５宝塚市立花屋敷グラウンドの利用料金

の部(１)施設の利用料金の款多目的グラウンドの項中「２１，６００円」を

「８，１００円」に改め、同款テニスコートの項中「５，８００円」を「３，６００円」

に改め、同款の表に次のように加える。 

備考  

１ 市民以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の２

倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

  別表５宝塚市立花屋敷グラウンドの利用料金の部(２)附属設備の利用料金の款駐車設

備の項中「３０分」を「２０分」に改める。 

（宝塚市総合福祉センター条例の一部改正） 

第１０条 宝塚市総合福祉センター条例（平成１７年条例第３７号）の一部を次のように

改正する。 

第１０条第１項第１号中「６０歳」を「６５歳」に改める。 

別表中 

 「 

５９，６００円

１０，４００円

２０，８００円

１５，８００円

１６，０００円

１６，０００円

２９，６００円

            」 

 を 

 「 



４４，７００円

７，８００円

１５，６００円

１１，９００円

１２，０００円

１２，０００円

２２，２００円

            」 

 に改め、同表に次のように加える。 

備考  

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の

２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

（宝塚市立老人福祉センター条例の一部改正） 

第１１条 宝塚市立老人福祉センター条例（平成１７年条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第９条第１号中「６０歳」を「６５歳」に改める。 

別表第２中 

 「 

１１，０４０円

１０，８８０円

８，３２０円

１０，５６０円

５，４４０円

            」 

 を 



 「 

１６，６００円

１６，４００円

１２，５００円

１５，９００円

８，２００円

            」 

 に改め、同表に次のように加える。 

備考  

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の

２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

（宝塚市立人権文化センター条例の一部改正） 

第１２条 宝塚市立人権文化センター条例（平成１４年条例第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表を次のように改める。 

 別表（第６条関係） 別紙添付 

（宝塚市立男女共同参画センター条例の一部改正） 

第１３条 宝塚市立男女共同参画センター条例（平成１８年条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

別表１学習交流室及びプレイルームの利用料金の部学習交流室の項中「９，０００円」

を「３，０００円」に改め、同部プレイルームの項中「７，８００円」を「２，６００

円」に改め、同表に次のように加える。 

備考 

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の

２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 



２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

（宝塚市立文化施設条例の一部改正） 

第１４条 宝塚市立文化施設条例（平成１７年条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。 

別表１ホール及び会議室の利用料金の部中 

「 

１９９，０００円

４３，４００円

１４８，０００円

７６，６００円

           」 

を 

「  

１４９，３００円

３２，６００円

１１１，０００円

５７，５００円

           」 

に改め、同表に次のように加える。 

  備考 

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の

２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

（宝塚市立手塚治虫記念館条例の一部改正） 

第１５条 宝塚市立手塚治虫記念館条例（平成５年条例第３５号）の一部を次のように改



正する。 

第４条第１項ただし書中「２，０００円」を「３，０００円」に改める。 

別表大人の項中「７００円」を「９００円」に、「５６０円」を「７２０円」に改め

る。 

（宝塚市立国際・文化センター条例の一部改正） 

第１６条 宝塚市立国際・文化センター条例（平成１９年条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中 

 「 

１２，８００円 

１２，０００円 

１０，０００円 

            」 

 を 

 「 

９，６００円 

９，０００円 

７，５００円 

            」 

 に改め、同表に次のように加える。 

  備考 

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の

２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

（宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）条例の一部改正） 

第１７条 宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）条例（平成１９年条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 



別表１施設の利用料金の部中 

 「 

２００，０００円

６０，０００円

３００円

          」 

 を 

 「 

１９９，５００円

３３，９００円

５００円

            」 

 に改め、同表に次のように加える。 

  備考 

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者がホール、会議室又は展示室を利用する場合は、この表に定め

るホール、会議室又は展示室の利用料金の額は、当該額の２倍に相当する額（備

考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

るホール、会議室又は展示室の利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者

であるときにあっては、２倍相当額）の２倍に相当する額とする。 

（宝塚市立文化芸術センター条例の一部改正） 

第１８条 宝塚市立文化芸術センター条例（平成３０年条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表中 

 「 

２，０００円

１２０，０００円

２８，０００円



３６，０００円

１２，０００円

８，０００円

２４円

            」 

 を 

 「  

３，０００円

９０，０００円

２１，０００円

２７，０００円

９，０００円

６，０００円

３６円

            」 

 に改め、同表に次のように加える。 

  備考 

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の

２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

（宝塚市立中山台コミュニティセンター条例の一部改正） 

第１９条 宝塚市立中山台コミュニティセンター条例（平成１７年条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

  第１０条第２項中「得た額」の次に「（次項において「床面積額」という。）」を加

え、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の会議室等の利用料金の額は、当



該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料

金の額を変更する場合においても同様とする。 

(１) 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合 床面積額の２倍に相当する額（次号において

「２倍相当額」という。) 

(２) 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合 床面積額（利用

者が市民以外の者であるときにあっては､２倍相当額）の２倍に相当する額 

  第２１条中「第１０条第２項の規定により算定される額及び」を「第１０条第２項及

び第３項の規定により算定される額並びに」に改める。 

（宝塚市立地域利用施設条例の一部改正） 

第２０条 宝塚市立地域利用施設条例（平成１７年条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

第９条第２項中「得た額」の次に「（次項において「床面積額」という。）」を加え、

同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の利用料金の額は、当該各号に定

める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変

更する場合においても同様とする。 

(１) 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合 床面積額の２倍に相当する額（次号において

「２倍相当額」という。) 

(２)  利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合 床面積額（利用

者が市民以外の者であるときにあっては､２倍相当額）の２倍に相当する額 

  第２０条中「第９条第２項」を「第９条第２項及び第３項」に改める。 

（宝塚市立末成集会所条例の一部改正） 

第２１条 宝塚市立末成集会所条例（平成１９年条例第４１号）の一部を次のように改正

する。 

別表に次のように加える。 

  備考 

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の



２倍に相当する額（備考２において「２倍相当額」という。）とする。 

２ 利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合は、この表に定め

る利用料金の額は、当該額（利用者が市民以外の者であるときにあっては、２倍

相当額）の２倍に相当する額とする。 

（宝塚市公益施設条例の一部改正） 

第２２条 宝塚市公益施設条例（平成３０年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第２項中「得た額」の次に「（次項において「床面積額」という。）」を加

え、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の利用料金の額は、当該各号に定

める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変

更する場合においても同様とする。 

(１) 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合 床面積額の２倍に相当する額（次号において

「２倍相当額」という。) 

(２)  利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合 床面積額（利用

者が市民以外の者であるときにあっては､２倍相当額）の２倍に相当する額 

  第２０条中「第１０条第２項及び第３項」を「第１０条第２項、第３項及び第４項」

に改める。 

（宝塚市立看護専門学校条例の一部改正） 

第２３条 宝塚市立看護専門学校条例（平成６年条例第４１号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第４号中「１，０００円」を「２，０００円」に改める。 

（宝塚市営火葬場条例の一部改正） 

第２４条 宝塚市営火葬場条例（昭和３９年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

 「 

１体につき １０，０００円 

１体につき ５，０００円 

１体につき ４，０００円 



１包につき ４，０００円 

１体につき ４０，０００円 

１体につき ２０，０００円 

１体につき １６，０００円 

１包につき １６，０００円 

                 」 

 を 

 「 

１体につき １５，０００円 

１体につき ７，５００円 

１体につき ６，０００円 

１包につき ６，０００円 

１体につき ６０，０００円 

１体につき ３０，０００円 

１体につき ２４，０００円 

１包につき ２４，０００円 

                 」 

 に改める。 

（宝塚市立共同利用施設条例の一部改正） 

第２５条 宝塚市立共同利用施設条例（平成１７年条例第３５号）の一部を次のように改

正する。 

第９条第２項中「得た額」の次に「（次項において「床面積額」という。）」を加え、

同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の利用料金の額は、当該各号に定

める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変

更する場合においても同様とする。 

(１) 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下

同じ。）以外の者が利用する場合 床面積額の２倍に相当する額（次号において

「２倍相当額」という。） 



(２)  利用の目的等を勘案し、相当の理由があると認められる場合 床面積額（利用

者が市民以外の者であるときにあっては､２倍相当額）の２倍に相当する額 

  第２０条中「第９条第２項」を「第９条第２項及び第３項」に改める。 

（宝塚市立長谷牡丹園条例の一部改正） 

第２６条 宝塚市立長谷牡丹園条例（平成１７年条例第４９号）の一部を次のように改正

する。 

第７条第２項及び第１５条中「３００円」を「５００円」に改める。 

（宝塚市都市公園条例の一部改正） 

第２７条 宝塚市都市公園条例（昭和４４年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中 

 「 

末 広 中 央

公 園 駐 車

場 

使用時間が１時間以内である場合  自動車１

台１回 

無料

使用時間が１時間を超える場合（３

０分未満の端数が生じたときは３

０分とする。） 

３ ０ 分 当

たり 

自動車１

台１回 

１００円

                                      」 

 を 

 「 

末 広 中 央

公 園 駐 車

場 

１２月２９日から

翌年の１月３日ま

での日（以下この表

において「年末年

始」という。）以外

の日の午前８時以

後午後９時前に入

庫した場合 

使用時間が１

時間以内であ

る場合 

 自動車１

台１回 

無料

使用時間が１

時間を超える

場合 

２ ０ 分 当

たり（２０

分 未 満 の

端 数 が 生

じ た と き

は ２ ０ 分

とする。）

自動車１

台１回 

１００円



 年末年始以外の日の午後９時以後

午前８時前に入庫した場合又は年

末年始に入庫した場合 

２ ０ 分 当

たり（２０

分 未 満 の

端 数 が 生

じ た と き

は ２ ０ 分

とする。）

自動車１

台１回 

１００円

                                      」 

 に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 (１) 第１条（宝塚市一般事務手数料条例別表第５(14)の項の改正規定（「禁治産及び

準禁治産並びに」を削る部分に限る。）に限る。）、第２条（第２号に掲げる規定

を除く。）、第８条、第９条、第１０条（第２号に掲げる規定を除く。）、第１１

条（第２号に掲げる規定を除く。）、第１３条、第１４条、第１６条から第２２条

まで、第２５条及び第２６条の規定 公布の日 

 (２) 第１条（前号に掲げる規定を除く。）、第２条（宝塚市環境衛生事務手数料条例

第５条の改正規定（「３００円」を「４００円」に改める部分に限る。）に限

る。）、第３条から第７条まで、第１０条（宝塚市総合福祉センター条例第１０条

第１項第１号の改正規定に限る。）、第１１条（宝塚市立老人福祉センター条例第

９条第１号の改正規定に限る。）、第１２条、第２３条、第２４条及び第２７条の

規定並びに附則第２項から第１０項まで及び第１２項から第１４項までの規定 令

和８年１０月１日 

 (３) 第１５条の規定及び附則第１１項の規定 令和９年３月１日 

（宝塚市一般事務手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条（附則第１項第２号に掲げる規定に限る。）の規定による改正後の宝塚市一般

事務手数料条例別表第５の規定は、令和８年１０月１日以後になされた申請に係る手数

料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例によ

る。 



（宝塚市環境衛生事務手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第２条（附則第１項第２号に掲げる規定に限る。）の規定による改正後の宝塚市環境

衛生事務手数料条例第５条の規定は、令和８年１０月１日以後になされた申請に係る手

数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例に

よる。 

（宝塚市計量事務手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の宝塚市計量事務手数料条例第２条第２項の規定は、令和

８年１０月１日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申

請に係る手数料については、なお従前の例による。 

（宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 第４条の規定による改正後の宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例別表第５の規定

は、令和８年１０月１日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前にな

された申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

（宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第５条の規定による改正後の宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例別表第６の規定

は、令和８年１０月１日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前にな

された申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

（宝塚市消防事務手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 第６条の規定による改正後の宝塚市消防事務手数料条例第２条第３項の規定は、令和

８年１０月１日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申

請に係る手数料については、なお従前の例による。 

（宝塚市立市役所内駐車場条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ 第７条の規定による改正後の宝塚市立市役所内駐車場条例第４条第２項及び別表の規

定は、令和８年１０月１日以後の入庫に係る使用料について適用し、同日前の入庫に係

る使用料については、なお従前の例による。 

（宝塚市総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ 第１０条（附則第１項第２号に掲げる規定に限る。）の規定による改正後の宝塚市総

合福祉センター条例第１０条第１項の規定は、令和８年１０月１日以後の利用に係る利

用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

（宝塚市立人権文化センター条例の一部改正に伴う経過措置） 



１０ 第１２条の規定による改正後の宝塚市立人権文化センター条例別表の規定は、令和

８年１０月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 

（宝塚市立手塚治虫記念館条例の一部改正に伴う経過措置） 

１１ 第１５条の規定による改正後の宝塚市立手塚治虫記念館条例第４条第１項ただし書

及び別表の規定は、令和９年３月１日以後の入館に係る入館料について適用し、同日前

の入館に係る入館料については、なお従前の例による。 

（宝塚市立看護専門学校条例の一部改正に伴う経過措置） 

１２ 第２３条の規定による改正後の宝塚市立看護専門学校条例第３条第４号の規定は、

令和８年１０月１日以後になされた再試験の申込みに係る再試験料について適用し、同

日前になされた再試験の申込みに係る再試験料については、なお従前の例による。 

（宝塚市営火葬場条例の一部改正に伴う経過措置） 

１３ 第２４条の規定による改正後の宝塚市営火葬場条例別表の規定は、令和８年１０月

１日以後になされた申請に係る使用料について適用し、同日前になされた申請に係る使

用料については、なお従前の例による。 

（宝塚市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置） 

１４ 第２７条の規定による改正後の宝塚市都市公園条例別表第２駐車場の使用の部末広

中央公園駐車場の項の規定は、令和８年１０月１日以後の入庫に係る使用料について適

用し、同日前の入庫に係る使用料については、なお従前の例による。 

 



別紙 

別表（第６条関係） 

(１) 宝塚市立くらんど人権文化センター使用料 

（単位 円） 

使用区分 

 

使用施設 

午前 午後１ 午後２ 夜間 延 長 使

用料 午前９時～正

午 

午後１時～

午後３時 

午後３時１

５分～午後

５時１５分 

午後６時～

午後９時 

会議室１ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

会議室２ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

会議室３ ８００ ５００ ５００ ８００ ３００ 

会議室４ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

会議室５ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

会議室６ ６００ ５００ ５００ ６００ ３００ 

学習室１ ３００ ２００ ２００ ３００ ２００ 

学習室２ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

学習室３ ５００ ４００ ４００ ５００ ２００ 

学習室４ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

和室１ ３００ ２００ ２００ ３００ ２００ 

和室２ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

調理室 ３００ ２００ ２００ ３００ ２００ 

中ホール １，１００ ８００ ８００ １，１００ ５００ 

大ホール １，８００ １，２００ １，２００ １，８００ ７００ 

備考 

１ 市民（市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう。以下同

じ。）以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の２倍に相

当する額とする。 

２ 複数の使用区分で同一施設を連続して使用する場合の使用料は、各使用区分に掲

げる額の合計額とする。この場合において、各使用区分に掲げる時間帯の間の時間



についても使用することができるものとする。 

３ 午前区分の使用については１時間を限度として、午後２区分の使用については４

５分を限度として、それぞれ延長して使用できるものとする。この場合において、

延長使用料としてこの表に定める額を使用料に加算するものとする。 

４ 特殊器具の使用料については、別に市長が定める。 

(２) 宝塚市立まいたに人権文化センター使用料 

（単位 円） 

使用区分 

 

使用施設 

午前 午後１ 午後２ 夜間 延 長 使

用料 午前９時～

正午 

午後１時～

午後３時 

午後３時１

５分～午後

５時１５分 

午後６時～

午後９時 

学習室１ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

学習室２ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

学習室３ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

学習室４ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

学習室５ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

学習室６ ６００ ５００ ５００ ６００ ３００ 

学習室７ ５００ ３００ ３００ ５００ ２００ 

調理室 ６００ ５００ ５００ ６００ ３００ 

和室１ ５００ ４００ ４００ ５００ ２００ 

和室２ ５００ ４００ ４００ ５００ ２００ 

大ホール １，５００ １，１００ １，１００ １，５００ ６００ 

多目的室 ５００ ４００ ４００ ５００ ２００ 

備考 

１ 市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の２倍に相

当する額とする。 

２ 複数の使用区分で同一施設を連続して使用する場合の使用料は、各使用区分に掲

げる額の合計額とする。この場合において、各使用区分に掲げる時間帯の間の時間

についても使用することができるものとする。 



３ 午前区分の使用については１時間を限度として、午後２区分の使用については４

５分を限度として、それぞれ延長して使用できるものとする。この場合において、

延長使用料としてこの表に定める額を使用料に加算するものとする。 

４ 特殊器具の使用料については、別に市長が定める。 

(３) 宝塚市立ひらい人権文化センター使用料 

（単位 円） 

使用区分 

 

使用施設 

午前 午後１ 午後２ 夜間 延 長 使

用料 午前９時～

正午 

午後１時～

午後３時 

午後３時１

５分～午後

５時１５分 

午後６時～

午後９時 

会議室１ ３００ ２００ ２００ ３００ ２００ 

会議室２ ８００ ５００ ５００ ８００ ３００ 

学習室１ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

学習室２ ２００ １００ １００ ２００ １００ 

調理室 ３００ ２００ ２００ ３００ ２００ 

和室 ３００ ２００ ２００ ３００ ２００ 

備考 

１ 市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の２倍に相

当する額とする。 

２ 複数の使用区分で同一施設を連続して使用する場合の使用料は、各使用区分に掲

げる額の合計額とする。この場合において、各使用区分に掲げる時間帯の間の時間

についても使用することができるものとする。 

３ 午前区分の使用については１時間を限度として、午後２区分の使用については４

５分を限度として、それぞれ延長して使用できるものとする。この場合において、

延長使用料としてこの表に定める額を使用料に加算するものとする。 

４ 特殊器具の使用料については、別に市長が定める。 

 



議案第  号 

   受益者負担の適正化に係る関係条例の整備に関する条例の制定について 

宝塚市一般事務手数料条例(平成22年条例第8号)新旧対照表(第1条による改正関係) 

 (現行) 

別表第5(第2条関係) 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

(1) 租税又は公課に関する証明 1筆、1棟又は1件につき300

円(多機能端末機による交

付にあっては、1件につき

200円) 

(2) 土地、建物又は償却資産に関する証明 1筆、1棟又は1件につき300

円 

(3) 法人等に関する証明 1件につき300円 

(4) 印鑑登録証明書の交付 1枚につき300円(多機能端

末機による交付にあって

は、1枚につき200円) 

(5) 印鑑登録証の交付 1枚につき250円 

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 1枚につき300円 

(7) 住民票の写しの交付 1通につき300円(多機能端

末機による交付にあって

は、1通につき200円) 

(8) 住民票記載事項証明書の交付 1通につき300円 

(9) 戸籍の附票の写しの交付 1通につき300円(多機能端

末機による交付にあって

は、1通につき200円) 

(10) 不在籍に関する証明 1件につき300円 

(11) 不在住に関する証明 1件につき300円 
  
  

(13) 破産に関する証明 1件につき300円 

(14) 禁治産及び準禁治産並びに後見に関する証明 1件につき300円 

(15) 資格に関する証明 1件につき300円 

(16) 文書の受理に関する証明 1件につき300円 

(17) 前各項に定めのない事項の証明 1件につき300円 

 

  



(改正案) 

別表第5(第2条関係) 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

(1) 租税又は公課に関する証明 1筆、1棟又は1件につき400

円(多機能端末機による交

付にあっては、1件につき

300円) 

(2) 土地、建物又は償却資産に関する証明 1筆、1棟又は1件につき400

円 

(3) 法人等に関する証明 1件につき400円 

(4) 印鑑登録証明書の交付 1枚につき400円(多機能端

末機による交付にあって

は、1枚につき300円) 

(5) 印鑑登録証の交付 1枚につき300円 

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 1枚につき400円 

(7) 住民票の写しの交付 1通につき400円(多機能端

末機による交付にあって

は、1通につき300円) 

(8) 住民票記載事項証明書の交付 1通につき400円 

(9) 戸籍の附票の写しの交付 1通につき400円(多機能端

末機による交付にあって

は、1通につき300円) 

(10) 不在籍に関する証明 1件につき400円 

(11) 不在住に関する証明 1件につき400円 
  
  

(13) 破産に関する証明 1件につき400円 

(14)             後見に関する証明 1件につき400円 

(15) 資格に関する証明 1件につき400円 

(16) 文書の受理に関する証明 1件につき400円 

(17) 前各項に定めのない事項の証明 1件につき400円 

 



宝塚市環境衛生事務手数料条例(平成22年条例第9号)新旧対照表(第2条による改正関係) 

現行 改正案 

(証明等の事務に係る手数料) (証明等の事務に係る手数料) 

第5条 市長は、前3条に定めるもののほか、次

に定める事務について、次の各号に掲げる事

務の区分に応じ、当該各号に定める金額をそ

の申請する者から徴収する。 

第5条 市長は、前3条に定めるもののほか、次

に定める事務について、次の各号に掲げる事

務の区分に応じ、当該各号に定める金額をそ

の申請する者から徴収する。 

(1) 埋火葬に関する証明 1件につき300円 (1) 埋火葬に関する証明 1件につき400円 

(2) 宝塚市営霊園使用許可証又は宝塚市営

霊園合葬式墓所使用許可証の書換え(宝塚

市営霊園条例(平成29年条例第46号)第43

条第2項の規定による書換えに限る。)又は

                  

                  

                  

再交付 1枚につき300円 

(2) 宝塚市営霊園使用許可証の書換え(宝

塚市営霊園条例(平成29年条例第46号)第

12条第1項の普通墓所使用権の承継及び第

26条第1項の特別墓所使用権の承継に伴う

書換えに限る。)若しくは再交付又は宝塚

市営霊園合葬式墓所使用許可証若しくは

宝塚市営霊園樹木葬式墓所使用許可証の

再交付 1枚につき400円 

(3) 前2号に定めのない事項(環境衛生に関

する事務に係るものに限る。)の証明 1件

につき300円 

(3) 前2号に定めのない事項(環境衛生に関

する事務に係るものに限る。)の証明 1件

につき400円 

 



宝塚市計量事務手数料条例(平成22年条例第10号)新旧対照表(第3条による改正関係) 

現行 改正案 

(計量に関する事務に係る手数料) (計量に関する事務に係る手数料) 

第2条 （略） 第2条 （略） 

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の

事務(計量に関する事務に係るものに限る。)

に関する証明書の交付について、1件につき

300円の手数料をその申請する者から徴収す

る。 

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の

事務(計量に関する事務に係るものに限る。)

に関する証明書の交付について、1件につき

400円の手数料をその申請する者から徴収す

る。 

 



宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例(平成22年条例第11号)新旧対照表(第4条による改正関係) 

(現行) 

別表第5(第2条関係) 

手数料を徴収する事務 金額 

(1) 宅地造成等工事に関する証明 1件につき 300円 

(2) 農地に関する証明 1件につき 300円 

(3) 都市計画に関する証明 1件につき 300円 
  

  

(5) 前各項に定めのない事項(開発、都市計画等に関する事務に係る

ものに限る。)の証明 

1件につき 300円 

 

(改正案) 

別表第5(第2条関係) 

手数料を徴収する事務 金額 

(1) 宅地造成等工事に関する証明 1件につき 400円 

(2) 農地に関する証明 1件につき 400円 

(3) 都市計画に関する証明 1件につき 400円 
  

  

(5) 前各項に定めのない事項(開発、都市計画等に関する事務に係る

ものに限る。)の証明 

1件につき 400円 

 



宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例(平成22年条例第12号)新旧対照表(第5条による改正関

係) 

 (現行) 

別表第6(第2条関係) 

手数料を徴収する事務 金額 

(1) 建築基準法令の規定による処分に係る建築物(工作物を含む。)

の台帳記載事項の証明 

1通につき300円 

(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の18に規

定する計画書及び第11条の3第1項各号に規定する建築計画概要書

等の写しの交付 

1通につき300円 

(3) 建築基準法施行規則第9条に規定する図面の写しの交付 1通につき300円 
  

  

(5) 長期優良住宅の認定に関する証明 1通につき300円 

(6) 自動車保管場所使用確認証明 1通につき300円 

(7) 市営住宅入居証明 1通につき300円 

(8) 前各項に定めのない事項(建築又は住宅に関する事務に係るも

のに限る。)の証明 

1通につき300円 

 

(改正案) 

別表第6(第2条関係) 

手数料を徴収する事務 金額 

(1) 建築基準法令の規定による処分に係る建築物(工作物を含む。)

の台帳記載事項の証明 

1通につき400円 

(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の18に規

定する計画書及び第11条の3第1項各号に規定する建築計画概要書

等の写しの交付 

1通につき400円 

(3) 建築基準法施行規則第9条に規定する図面の写しの交付 1通につき400円 
  

  

(5) 長期優良住宅の認定に関する証明 1通につき400円 

(6) 自動車保管場所使用確認証明 1通につき400円 

(7) 市営住宅入居証明 1通につき400円 

(8) 前各項に定めのない事項(建築又は住宅に関する事務に係るも

のに限る。)の証明 

1通につき400円 

 



宝塚市消防事務手数料条例(平成22年条例第13号)新旧対照表(第6条による改正関係) 

現行 改正案 

(手数料) (手数料) 

第2条 （略） 第2条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前2項に定めるもののほか、市長は、市の事

務(消防に関する事務に係るものに限る。)の

証明書の交付について、1件につき300円の手

数料をその申請する者から徴収する。 

3 前2項に定めるもののほか、市長は、市の事

務(消防に関する事務に係るものに限る。)の

証明書の交付について、1件につき400円の手

数料をその申請する者から徴収する。 

 



宝塚市立市役所内駐車場条例(昭和55年条例第36号)新旧対照表(第7条による改正関係) 

現行 改正案 

(使用料) (使用料) 

第4条 （略） 第4条 （略） 

2 使用料の額は、自動車1台1回の入庫につき、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める金額            

  とする。 

2 使用料の額は、自動車1台1回の入庫につき、

別表の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に

掲げる使用時間に応じ、同表の右欄に掲げる

金額とする。 

(1) 使用時間が1時間以内である場合 無

料 

 

(2) 使用時間が1時間を超える場合 最初

の1時間を超える30分(30分未満の端数が

生じたときは30分とする。)につき100円 

 

 別表(第4条関係) 

  （略） 

 
 

 



宝塚市立公民館設置管理条例(平成29年条例第32号)新旧対照表(第8条による改正関係) 

 (現行) 

別表(第4条、第10条、第20条関係) 

1 宝塚市立中央公民館利用料金 

施設 単位 利用料金 

ホール 1室1日につき 28,600円

レク・ルーム 1室1日につき 7,400円

音楽室 1室1日につき 3,400円

料理室 1室1日につき 5,400円

学習室 1室1日につき 5,400円

和室 1室1日につき 3,400円

幼児室 1室1日につき 6,000円

造形室 1室1日につき 2,600円

備考 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定める。 

2 宝塚市立東公民館利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

音楽スタジオ 1室1日につき 4,600円

幼児室 1室1日につき 4,200円

ホール 1室1日につき 31,200円

楽屋 1室1日につき 2,200円

セミナー室 1室1日につき 11,400円

学習室 1室1日につき 4,800円

会議室 1室1日につき 3,400円

造形室 1室1日につき 8,000円

レク・ルーム 1室1日につき 16,000円

料理室 1室1日につき 7,400円

パーティールーム 1室1日につき 4,000円

和室・茶室 1室1日につき 7,400円

備考 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定める。 

(2) 附属設備の利用料金 

施設 単位 利用料金 

駐車設備 1台1回30分につき 100円

3 宝塚市立西公民館利用料金 

(1) 施設の利用料金 



施設 単位 利用料金 

学習室 1室1日につき 4,600円

音楽室 1室1日につき 9,200円

ホール 1室1日につき 26,000円

セミナー室 1室1日につき 10,000円

幼児室 1室1日につき 5,400円

料理室 1室1日につき 6,800円

パーティールーム 1室1日につき 4,000円

会議室 1室1日につき 2,600円

造形室 1室1日につき 4,000円

和室・茶室 1室1日につき 6,600円

レク・ルーム 1室1日につき 12,000円

備考 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定める。 

(2) 附属設備の利用料金 

施設 単位 利用料金 

駐車設備 1台1回30分につき 100円

 

  



(改正案) 

別表(第4条、第10条、第20条関係) 

1 宝塚市立中央公民館利用料金 

施設 単位 利用料金 

ホール 1室1日につき 21,500円

レク・ルーム 1室1日につき 5,600円

音楽室 1室1日につき 2,600円

料理室 1室1日につき 4,100円

学習室 1室1日につき 4,100円

和室 1室1日につき 2,600円

幼児室 1室1日につき 4,500円

造形室 1室1日につき 2,000円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

3 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定める。 

2 宝塚市立東公民館利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

音楽スタジオ 1室1日につき 3,500円

幼児室 1室1日につき 3,200円

ホール 1室1日につき 23,400円

楽屋 1室1日につき 1,700円

セミナー室 1室1日につき 8,600円

学習室 1室1日につき 3,600円

会議室 1室1日につき 2,600円

造形室 1室1日につき 6,000円

レク・ルーム 1室1日につき 12,000円

料理室 1室1日につき 5,600円

パーティールーム 1室1日につき 3,000円

和室・茶室 1室1日につき 5,600円

備考  

1 市民以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当す

る額(備考2において「2倍相当額」という。)とする｡ 



2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

3 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定める。 

(2) 附属設備の利用料金 

施設 単位 利用料金 

駐車設備 1台1回20分につき 100円

3 宝塚市立西公民館利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

学習室 1室1日につき 3,500円

音楽室 1室1日につき 6,900円

ホール 1室1日につき 19,500円

セミナー室 1室1日につき 7,500円

幼児室 1室1日につき 4,100円

料理室 1室1日につき 5,100円

パーティールーム 1室1日につき 3,000円

会議室 1室1日につき 2,000円

造形室 1室1日につき 3,000円

和室・茶室 1室1日につき 5,000円

レク・ルーム 1室1日につき 9,000円

備考  

1 市民以外の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当す

る額(備考2において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

3 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定める。 

(2) 附属設備の利用料金 

施設 単位 利用料金 

駐車設備 1台1回20分につき 100円

 



宝塚市立スポーツ施設条例(平成17年条例第41号)新旧対照表(第9条による改正関係) 

 (現行) 

別表(第10条関係) 

1 宝塚市立スポーツセンターの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

屋外プール 全面1時間につき 20,000円

1人1回につき 400円

屋内プール 1人1回につき 800円

野球場 1面1時間につき 13,000円

多目的グラウンド 全面1時間につき 9,400円

テニスコート 1面1時間につき 5,800円

総合体育館 メインアリーナ 全面1時間につき 32,400円

1人1回1時間につき 600円

サブアリーナ 全面1時間につき 14,400円

1人1回1時間につき 600円

トレーニング室 1人1回1時間につき 800円

武道館 柔道場 全面1時間につき 7,200円

剣道場 全面1時間につき 10,800円

(2) 附属設備の利用料金 

附属設備 単位 利用料金 
  

  

バーベキュー設備 1基1時間につき 300円
  

  

弓道設備 1時間につき 100円

駐車設備 30分につき 100円
  

  

2 宝塚市立高司グラウンドの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

多目的グラウンド 1面1時間につき 5,800円

(2) 附属設備の利用料金 

附属設備 単位 利用料金 
  

  

駐車設備 30分につき 100円
  

  



3 宝塚市立末広体育館の利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

体育館 アリーナ 全面1時間につき 18,000円

スタジオ 1室1時間につき 3,600円

(2) 附属設備の利用料金 表（略） 

4 宝塚市立売布北グラウンドの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

野球場 1面1時間につき 13,000円

テニスコート 1面1時間につき 5,800円

(2) 附属設備の利用料金 

附属設備 単位 利用料金 
  

  

駐車設備 30分につき 100円
  

  

5 宝塚市立花屋敷グラウンドの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

多目的グラウンド 全面1時間につき 21,600円

テニスコート 1面1時間につき 5,800円

(2) 附属設備の利用料金 

附属設備 単位 利用料金 
  

  

駐車設備 30分につき 100円
  

  

 

  



 (改正案) 

別表(第10条関係) 

1 宝塚市立スポーツセンターの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

屋外プール 全面1時間につき 8,700円

1人1回につき 600円

屋内プール 1人1回につき 1,200円

野球場 1面1時間につき 4,900円

多目的グラウンド 全面1時間につき 3,600円

テニスコート 1面1時間につき 2,200円

総合体育館 メインアリーナ 全面1時間につき 12,200円

1人1回1時間につき 300円

サブアリーナ 全面1時間につき 5,400円

1人1回1時間につき 300円

トレーニング室 1人1回1時間につき 300円

武道館 柔道場 全面1時間につき 2,700円

剣道場 全面1時間につき 4,100円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

(2) 附属設備の利用料金 

附属設備 単位 利用料金 
  

  

バーベキュー設備 1基1時間につき 500円
  

  

弓道設備 1時間につき 200円

駐車設備 20分につき 100円
  

  

備考  

1 市民以外の者がバーベキュー設備又は弓道設備を利用する場合は、この表に定める当該設

備の利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2において「2倍相当額」という。)と

する｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定めるバーベキ

ュー設備又は弓道設備の利用料金の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっ



ては､2倍相当額)の2倍に相当する額とする｡ 

2 宝塚市立高司グラウンドの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

多目的グラウンド 1面1時間につき 2,200円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

(2) 附属設備の利用料金 

附属設備 単位 利用料金 
  

  

駐車設備 20分につき 100円
  

  

3 宝塚市立末広体育館の利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

体育館 アリーナ 全面1時間につき 6,800円

スタジオ 1室1時間につき 1,400円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

(2) 附属設備の利用料金 表（略） 

4 宝塚市立売布北グラウンドの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

野球場 1面1時間につき 4,900円

テニスコート 1面1時間につき 2,700円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 



(2) 附属設備の利用料金 

附属設備 単位 利用料金 
  

  

駐車設備 20分につき 100円
  

  

5 宝塚市立花屋敷グラウンドの利用料金 

(1) 施設の利用料金 

施設 単位 利用料金 

多目的グラウンド 全面1時間につき 8,100円

テニスコート 1面1時間につき 3,600円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

(2) 附属設備の利用料金 

附属設備 単位 利用料金 
  

  

駐車設備 20分につき 100円
  

  

 



宝塚市総合福祉センター条例(平成17年条例第37号)新旧対照表(第10条による改正関係) 

現行 改正案 

(利用料金) (利用料金) 

第10条 第8条の規定により利用許可を受けた

者(以下「利用者」という。)は、次の各号の

いずれかに該当する者が福祉に関する事業

に関連した会議、行事等を目的として利用す

る場合を除き、指定管理者に対し、その利用

に係る料金(以下「利用料金」という。)を支

払わなければならない。 

第10条 第8条の規定により利用許可を受けた

者(以下「利用者」という。)は、次の各号の

いずれかに該当する者が福祉に関する事業

に関連した会議、行事等を目的として利用す

る場合を除き、指定管理者に対し、その利用

に係る料金(以下「利用料金」という。)を支

払わなければならない。 

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者 (1) 市内に住所を有する65歳以上の者 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

別表(第10条関係) 別表(第10条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

 備考 

 1 市民(市の区域内に住所を有する者そ

の他市長が適当と認める者をいう｡以下

同じ｡)以外の者が利用する場合は、この

表に定める利用料金の額は、当該額の2

倍に相当する額(備考2において「2倍相

当額」という。)とする｡ 

 2 利用の目的等を勘案し､相当の理由が

あると認められる場合は､この表に定め

る利用料金の額は、当該額(利用者が市

民以外の者であるときにあっては､2倍

相当額)の2倍に相当する額とする｡ 



【別記】 

(現行) 

区分 1日1室の利用料金 

大ホール 59,600円

会議室 10,400円

特別会議室 20,800円

教養娯楽室 15,800円

学習室 16,000円

栄養指導室 16,000円

機能訓練室 29,600円

 

(改正案) 

区分 1日1室の利用料金 

大ホール 44,700円

会議室 7,800円

特別会議室 15,600円

教養娯楽室 11,900円

学習室 12,000円

栄養指導室 12,000円

機能訓練室 22,200円

 



宝塚市立老人福祉センター条例(平成17年条例第39号)新旧対照表(第11条による改正関係) 

現行 改正案 

(利用者の範囲) (利用者の範囲) 

第9条 老人福祉センターを利用できる者は、

次に掲げる者とする。 

第9条 老人福祉センターを利用できる者は、

次に掲げる者とする。 

(1) 市内に住所を有する年齢60歳以上の者 (1) 市内に住所を有する年齢65歳以上の者 

(2) （略） (2) （略） 

別表第2(第12条関係) 別表第2(第12条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

 備考 

 1 市民(市の区域内に住所を有する者そ

の他市長が適当と認める者をいう｡以下

同じ｡)以外の者が利用する場合は、この

表に定める利用料金の額は、当該額の2

倍に相当する額(備考2において「2倍相

当額」という。)とする｡ 

 2 利用の目的等を勘案し､相当の理由が

あると認められる場合は､この表に定め

る利用料金の額は、当該額(利用者が市

民以外の者であるときにあっては､2倍

相当額)の2倍に相当する額とする｡ 



【別記】 

(現行) 

区分 1日1室の利用料金 

美術・工芸室 11,040円

音楽・ダンス室 10,880円

会議室 8,320円

茶室 10,560円

和室 5,440円

 

(改正案) 

区分 1日1室の利用料金 

美術・工芸室 16,600円

音楽・ダンス室 16,400円

会議室 12,500円

茶室 15,900円

和室 8,200円

 



宝塚市立男女共同参画センター条例(平成18年条例第40号)新旧対照表(第13条による改正関係) 

(現行) 

別表(第11条、第22条関係) 

1 学習交流室及びプレイルームの利用料金 

区分 1日1室の利用料金 

学習交流室 9,000円

プレイルーム 7,800円

2 特殊器具の利用料金 （略） 

 

(改正案) 

別表(第11条、第22条関係) 

1 学習交流室及びプレイルームの利用料金 

区分 1日1室の利用料金 

学習交流室 3,000円

プレイルーム 2,600円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

2 特殊器具の利用料金 （略） 

 



宝塚市立文化施設条例(平成17年条例第47号)新旧対照表(第14条による改正関係) 

(現行) 

別表(第10条関係) 

1 ホール及び会議室の利用料金 

区分 1日1室の利用料金 

ベガ・ホール ホール 199,000円

会議室 43,400円

ソリオホール ホール 148,000円

会議室 76,600円

2・3 （略） 

 

(改正案) 

別表(第10条関係) 

1 ホール及び会議室の利用料金 

区分 1日1室の利用料金 

ベガ・ホール ホール 149,300円

会議室 32,600円

ソリオホール ホール 111,000円

会議室 57,500円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

2・3 （略） 



宝塚市立手塚治虫記念館条例(平成5年条例第35号)新旧対照表(第15条による改正関係) 

現行 改正案 

(入館料) (入館料) 

第4条 記念館に入館しようとする者は、別表

に定める額の入館料を納付しなければなら

ない。ただし、特別に事業を行う場合の入館

料は、2,000円以内で市長が定める額とする。 

第4条 記念館に入館しようとする者は、別表

に定める額の入館料を納付しなければなら

ない。ただし、特別に事業を行う場合の入館

料は、3,000円以内で市長が定める額とする。 

2 （略） 2 （略） 

別表(第4条関係) 別表(第4条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

備考 （略） 備考 （略） 

 
【別記】 

(現行) 

区分 入館料(1人1回につき) 

個人利用 団体利用(10人以上) 
 

 

大人 700円 560円

 

(改正案) 

区分 入館料(1人1回につき) 

個人利用 団体利用(10人以上) 
 

 

大人 900円 720円

 



宝塚市立国際・文化センター条例(平成19年条例第24号)新旧対照表(第16条による改正関係) 

(現行) 

別表(第10条、第21条関係) 

区分 利用料金(1日1室当たり) 

会議室 12,800円

ホール 12,000円

ギャラリー 10,000円

 

(改正案) 

別表(第10条、第21条関係) 

区分 利用料金(1日1室当たり) 

会議室 9,600円

ホール 9,000円

ギャラリー 7,500円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

 



宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）条例(平成19年条例第36号)新旧対照表(第17条に

よる改正関係) 

(現行) 

別表(第10条、第21条関係) 

1 施設の利用料金 

区分 単位 利用料金 

ホール 1室1日につき 200,000円

会議室 1室1日につき 60,000円

展示室 1人入場1回につき 300円
  

  

2 特殊器具及び附帯設備の利用料金 （略） 

 

(改正案） 

別表(第10条、第21条関係) 

1 施設の利用料金 

区分 単位 利用料金 

ホール 1室1日につき 199,500円

会議室 1室1日につき 33,900円

展示室 1人入場1回につき 500円
  

  

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者がホール、会議室又は展示室を利用する場合は、この表に定めるホール、会議室又は

展示室の利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2において「2倍相当額」という。)

とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定めるホール、会

議室又は展示室の利用料金の額は､当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2

倍相当額)の2倍に相当する額とする｡ 

2 特殊器具及び附帯設備の利用料金 （略） 



宝塚市立文化芸術センター条例(平成30年条例第34号)新旧対照表(第18条による改正関係) 

(現行) 

別表(第11条関係) 

区分 単位 利用料金 

施設の利用料

金 

ギャラリー1 1人入場1回につき 2,000円

1室1日につき 120,000円

ギャラリー2 1室1日につき 28,000円

ホール 1室1日につき 36,000円

造形室 1室1日につき 12,000円

会議室 1日につき 8,000円

センターの共用スペースを占

有して利用する場合の利用料

金 

1時間につき1平方メートル当たり 24円

 

(改正案) 

別表(第11条関係) 

区分 単位 利用料金 

施設の利用料

金 

ギャラリー1 1人入場1回につき 3,000円

1室1日につき 90,000円

ギャラリー2 1室1日につき 21,000円

ホール 1室1日につき 27,000円

造形室 1室1日につき 9,000円

会議室 1日につき 6,000円

センターの共用スペースを占

有して利用する場合の利用料

金 

1時間につき1平方メートル当たり 36円

備考  

1 市民(市の区域内に住所を有する者その他市長が適当と認める者をいう｡以下同じ｡)以外

の者が利用する場合は、この表に定める利用料金の額は、当該額の2倍に相当する額(備考2

において「2倍相当額」という。)とする｡ 

2 利用の目的等を勘案し､相当の理由があると認められる場合は､この表に定める利用料金

の額は、当該額(利用者が市民以外の者であるときにあっては､2倍相当額)の2倍に相当する

額とする｡ 

 



宝塚市立中山台コミュニティセンター条例(平成17年条例第33号)新旧対照表(第19条による改正

関係) 

現行 改正案 

(利用料金) (利用料金) 

第10条 （略） 第10条 （略） 

2 会議室等の利用料金の額は、会議室等の床

面積に1平方メートル当たり日額510円を乗

じて得た額              

   の範囲内において、指定管理者が市長

の承認を得て定める。利用料金の額を変更す

る場合においても同様とする。 

2 会議室等の利用料金の額は、会議室等の床

面積に1平方メートル当たり日額510円を乗

じて得た額(次項において「床面積額」とい

う。)の範囲内において、指定管理者が市長

の承認を得て定める。利用料金の額を変更す

る場合においても同様とする。 

 3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の会議室等の利用料金の額は、当該各

号に定める額の範囲内において､指定管理者

が市長の承認を得て定める｡利用料金の額を

変更する場合においても同様とする｡ 

(1) 市民(市の区域内に住所を有する者その

他市長が適当と認める者をいう｡以下同

じ｡)以外の者が利用する場合 床面積額の

2倍に相当する額(次号において｢2倍相当

額｣という｡) 

(2) 利用の目的等を勘案し､相当の理由があ

ると認められる場合 床面積額(利用者が

市民以外の者であるときにあっては､2倍

相当額)の2倍に相当する額 

3 （略） 4 （略） 

4 （略） 5 （略） 

(指定管理者の不在等の場合における管理) (指定管理者の不在等の場合における管理) 

第21条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、若しく

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたこと、又は第18条の規定により指定管

理者を指定するに当たりその候補者が存在

しないことにより指定管理者による管理が

行えない場合は、指定管理者による管理が行

えなくなるときから新たな指定管理者によ

る管理が開始し、又は管理の業務の停止を命

じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第4条の規定にかかわらず、市長がコ

ミュニティセンターの管理を行うものとす

る。この場合において、市長は、第10条第2

項の規定により算定される額及び    

 別表に定める額の範囲内において使用料

を徴収することができる。 

第21条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、若しく

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたこと、又は第18条の規定により指定管

理者を指定するに当たりその候補者が存在

しないことにより指定管理者による管理が

行えない場合は、指定管理者による管理が行

えなくなるときから新たな指定管理者によ

る管理が開始し、又は管理の業務の停止を命

じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第4条の規定にかかわらず、市長がコ

ミュニティセンターの管理を行うものとす

る。この場合において、市長は、第10条第2

項及び第3項の規定により算定される額並び

に別表に定める額の範囲内において使用料

を徴収することができる。 

 



宝塚市立地域利用施設条例(平成17年条例第34号)新旧対照表(第20条による改正関係) 

現行 改正案 

(利用料金) (利用料金) 

第9条 （略） 第9条 （略） 

2 利用料金の額は、会議室等の床面積に1平方

メートル当たり日額510円を乗じて得た額

                の範囲

内において、指定管理者が市長の承認を得て

定める。利用料金の額を変更する場合におい

ても同様とする。 

2 利用料金の額は、会議室等の床面積に1平方

メートル当たり日額510円を乗じて得た額

(次項において「床面積額」という。)の範囲

内において、指定管理者が市長の承認を得て

定める。利用料金の額を変更する場合におい

ても同様とする。 

 3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の利用料金の額は、当該各号に定める

額の範囲内において､指定管理者が市長の承

認を得て定める｡利用料金の額を変更する場

合においても同様とする｡ 

(1) 市民(市の区域内に住所を有する者その

他市長が適当と認める者をいう｡以下同

じ｡)以外の者が利用する場合 床面積額の

2倍に相当する額(次号において｢2倍相当

額｣という｡) 

(2) 利用の目的等を勘案し､相当の理由があ

ると認められる場合 床面積額(利用者が

市民以外の者であるときにあっては､2倍

相当額)の2倍に相当する額 

3 （略） 4 （略） 

(指定管理者の不在等の場合における管理) (指定管理者の不在等の場合における管理) 

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、若しく

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたこと、又は第17条の規定により指定管

理者を指定するに当たりその候補者が存在

しないことにより指定管理者による管理が

行えない場合は、指定管理者による管理が行

えなくなるときから新たな指定管理者によ

る管理が開始し、又は管理の業務の停止を命

じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第3条の規定にかかわらず、市長が地

域利用施設の管理を行うものとする。この場

合において、市長は、第9条第2項     

の規定により算定される額の範囲内におい

て使用料を徴収することができる。 

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、若しく

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたこと、又は第17条の規定により指定管

理者を指定するに当たりその候補者が存在

しないことにより指定管理者による管理が

行えない場合は、指定管理者による管理が行

えなくなるときから新たな指定管理者によ

る管理が開始し、又は管理の業務の停止を命

じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第3条の規定にかかわらず、市長が地

域利用施設の管理を行うものとする。この場

合において、市長は、第9条第2項及び第3項

の規定により算定される額の範囲内におい

て使用料を徴収することができる。 

 



宝塚市立末成集会所条例(平成19年条例第41号)新旧対照表(第21条による改正関係) 

現行 改正案 

別表(第9条・第20条関係) 別表(第9条・第20条関係) 

（略） （略） 

 備考 

 1 市民(市の区域内に住所を有する者そ

の他市長が適当と認める者をいう｡以下

同じ｡)以外の者が利用する場合は､この

表に定める利用料金の額は､当該額の2

倍に相当する額(備考2において｢2倍相

当額｣という｡)とする｡ 

 2 利用の目的等を勘案し､相当の理由が

あると認められる場合は､この表に定め

る利用料金の額は､当該額(利用者が市

民以外の者であるときにあっては､2倍

相当額)の2倍に相当する額とする｡ 

 



宝塚市公益施設条例(平成30年条例第14号)新旧対照表(第22条による改正関係) 

現行 改正案 

(利用料金) (利用料金) 

第10条 （略） 第10条 （略） 

2 利用料金の額は、施設の床面積に1平方メー

トル当たり日額500円を乗じて得た額   

              の範囲内に

おいて、指定管理者が市長の承認を得て定め

る。利用料金の額を変更する場合においても

同様とする。 

2 利用料金の額は、施設の床面積に1平方メー

トル当たり日額500円を乗じて得た額(次項

において「床面積額」という。)の範囲内に

おいて、指定管理者が市長の承認を得て定め

る。利用料金の額を変更する場合においても

同様とする。 

 3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の利用料金の額は、当該各号に定める

額の範囲内において､指定管理者が市長の承

認を得て定める｡利用料金の額を変更する場

合においても同様とする｡ 

(1) 市民(市の区域内に住所を有する者その

他市長が適当と認める者をいう｡以下同

じ｡)以外の者が利用する場合 床面積額の

2倍に相当する額(次号において｢2倍相当

額｣という｡) 

(2) 利用の目的等を勘案し､相当の理由があ

ると認められる場合 床面積額(利用者が

市民以外の者であるときにあっては､2倍

相当額)の2倍に相当する額 

3 （略） 4 （略） 

4 （略） 5 （略） 

(指定管理者の不在等の場合における管理) (指定管理者の不在等の場合における管理) 

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、又は管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じ

た場合、第17条の規定による指定管理者の指

定に当たりその候補者が存在しないことに

より指定管理者による管理が行えない場合

その他市長が必要があると認める場合は、指

定管理者による管理が行えなくなるときか

ら新たな指定管理者による管理が開始し、又

は管理の業務の停止を命じた期間が終了す

るときまでの期間においては、第5条の規定

にかかわらず、市長が公益施設の管理を行う

ものとする。この場合において、市長は、第

10条第2項及び第3項   の規定により算

定される額の範囲内において使用料を徴収

することができる。 

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、又は管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じ

た場合、第17条の規定による指定管理者の指

定に当たりその候補者が存在しないことに

より指定管理者による管理が行えない場合

その他市長が必要があると認める場合は、指

定管理者による管理が行えなくなるときか

ら新たな指定管理者による管理が開始し、又

は管理の業務の停止を命じた期間が終了す

るときまでの期間においては、第5条の規定

にかかわらず、市長が公益施設の管理を行う

ものとする。この場合において、市長は、第

10条第2項、第3項及び第4項の規定により算

定される額の範囲内において使用料を徴収

することができる。 

 



宝塚市立看護専門学校条例(平成6年条例第41号)新旧対照表(第23条による改正関係) 

現行 改正案 

(授業料等) (授業料等) 

第3条 学校の受験料、入学金、授業料及び再

試験料は、次のとおりとする。 

第3条 学校の受験料、入学金、授業料及び再

試験料は、次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 再試験料 1回につき 1,000円 (4) 再試験料 1回につき 2,000円 

 



宝塚市営火葬場条例(昭和39年条例第33号)新旧対照表(第24条による改正関係) 

(現行) 

別表(第3条関係) 

使用者の区分 種別 使用料 

第2条第2項の規定による

許可を受けた者 

死亡者(死亡の当時12歳以上であっ

た者に限る。) 

1体につき 10,000円 

死亡者(死亡の当時12歳未満であっ

た者に限る。) 

1体につき 5,000円 

死産児 1体につき 4,000円 

人体の一部 1包につき 4,000円 

第2条第3項の規定による

許可を受けた者 

死亡者(死亡の当時12歳以上であっ

た者に限る。) 

1体につき 40,000円 

死亡者(死亡の当時12歳未満であっ

た者に限る。) 

1体につき 20,000円 

死産児 1体につき 16,000円 

人体の一部 1包につき 16,000円 

 

(改正案) 

使用者の区分 種別 使用料 

第2条第2項の規定による

許可を受けた者 

死亡者(死亡の当時12歳以上であっ

た者に限る。) 

1体につき 15,000円 

死亡者(死亡の当時12歳未満であっ

た者に限る。) 

1体につき 7,500円 

死産児 1体につき 6,000円 

人体の一部 1包につき 6,000円 

第2条第3項の規定による

許可を受けた者 

死亡者(死亡の当時12歳以上であっ

た者に限る。) 

1体につき 60,000円 

死亡者(死亡の当時12歳未満であっ

た者に限る。) 

1体につき 30,000円 

死産児 1体につき 24,000円 

人体の一部 1包につき 24,000円 

 



宝塚市立共同利用施設条例(平成17年条例第35号)新旧対照表(第25条による改正関係) 

現行 改正案 

(利用料金) (利用料金) 

第9条 （略） 第9条 （略） 

2 利用料金の額は、会議室等の床面積に1平方

メートル当たり日額510円を乗じて得た額

                の範囲

内において、指定管理者が市長の承認を得て

定める。利用料金の額を変更する場合におい

ても同様とする。 

2 利用料金の額は、会議室等の床面積に1平方

メートル当たり日額510円を乗じて得た額

(次項において「床面積額」という。)の範囲

内において、指定管理者が市長の承認を得て

定める。利用料金の額を変更する場合におい

ても同様とする。 

 3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の利用料金の額は、当該各号に定める

額の範囲内において､指定管理者が市長の承

認を得て定める｡利用料金の額を変更する場

合においても同様とする｡ 

(1) 市民(市の区域内に住所を有する者その

他市長が適当と認める者をいう｡以下同

じ｡)以外の者が利用する場合 床面積額の

2倍に相当する額(次号において｢2倍相当

額｣という｡) 

(2) 利用の目的等を勘案し､相当の理由があ

ると認められる場合 床面積額(利用者が

市民以外の者であるときにあっては､2倍

相当額)の2倍に相当する額 

3 （略） 4 （略） 

(指定管理者の不在等の場合における管理) (指定管理者の不在等の場合における管理) 

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、若しく

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたこと、又は第17条の規定により指定管

理者を指定するに当たりその候補者が存在

しないことにより指定管理者による管理が

行えない場合は、指定管理者による管理が行

えなくなるときから新たな指定管理者によ

る管理が開始し、又は管理の業務の停止を命

じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第3条の規定にかかわらず、市長が共

同利用施設の管理を行うものとする。この場

合において、市長は、第9条第2項     

の規定により算定される額の範囲内におい

て使用料を徴収することができる。 

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、若しく

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたこと、又は第17条の規定により指定管

理者を指定するに当たりその候補者が存在

しないことにより指定管理者による管理が

行えない場合は、指定管理者による管理が行

えなくなるときから新たな指定管理者によ

る管理が開始し、又は管理の業務の停止を命

じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第3条の規定にかかわらず、市長が共

同利用施設の管理を行うものとする。この場

合において、市長は、第9条第2項及び第3項

の規定により算定される額の範囲内におい

て使用料を徴収することができる。 

 



宝塚市立長谷牡丹園条例(平成17年条例第49号)新旧対照表(第26条による改正関係) 

現行 改正案 

(入園料) (入園料) 

第7条 （略） 第7条 （略） 

2 入園料の額は、300円を超えない額の範囲内

において、指定管理者が市長の承認を得て定

める。入園料の額を変更する場合においても

同様とする。 

2 入園料の額は、500円を超えない額の範囲内

において、指定管理者が市長の承認を得て定

める。入園料の額を変更する場合においても

同様とする。 

3 （略） 3 （略） 

(指定管理者の不在等の場合における管理) (指定管理者の不在等の場合における管理) 

第15条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、若しく

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたこと、又は第12条の規定により指定管

理者を指定するに当たりその候補者が存在

しないことにより指定管理者による管理が

行えない場合は、指定管理者による管理が行

えなくなるときから新たな指定管理者によ

る管理が開始し、又は管理の業務の停止を命

じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第4条の規定にかかわらず、市長が長

谷牡丹園の管理を行うものとする。この場合

において、市長は、300円を超えない額の範

囲内において使用料を徴収することができ

る。 

第15条 地方自治法第244条の2第11項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、若しく

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命じたこと、又は第12条の規定により指定管

理者を指定するに当たりその候補者が存在

しないことにより指定管理者による管理が

行えない場合は、指定管理者による管理が行

えなくなるときから新たな指定管理者によ

る管理が開始し、又は管理の業務の停止を命

じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第4条の規定にかかわらず、市長が長

谷牡丹園の管理を行うものとする。この場合

において、市長は、500円を超えない額の範

囲内において使用料を徴収することができ

る。 

 



宝塚市都市公園条例(昭和44年条例第40号)新旧対照表(第27条による改正関係) 

(現行) 

別表第2(第12条、第24条関係) 

種別 区分 単位 金額 
    

    

駐車場の使用 
   

   

末広中央公

園駐車場 

使用時間が1時間以内であ

る場合 

 自動車1台1回 無料

使用時間が1時間を超える

場合(30分未満の端数が生

じたときは30分とする。) 

3 0分当た

り 

自動車1台1回 100円

 備考 （略） 

 

  



(改正案) 

別表第2(第12条、第24条関係) 

種別 区分 単位 金額 
    

    

駐車場の使用 
   

   

末 広 中 央 公

園駐車場 

1 2月 2 9日か

ら翌年の1月

3日までの日

(以下この表

において｢年

末年始｣とい

う ｡ ) 以 外 の

日の午前8時

以後午後9時

前 に 入 庫 し

た場合 

使用時間が1

時 間 以 内 で

ある場合 

 自動車1台1回 無料

使用時間が1

時 間 を 超 え

る場合 

2 0分当た

り(20分未

満 の 端 数

が 生 じ た

ときは 2 0

分 と す

る。) 

自動車1台1回 100円

年末年始以外の日の午後9

時以後午前8時前に入庫し

た場合又は年末年始に入庫

した場合 

2 0分当た

り(20分未

満 の 端 数

が 生 じ た

ときは 2 0

分 と す

る。) 

自動車1台1回 100円

 備考 （略） 
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受益者負担適正化に係る関係条例の整備
に関する条例の制定について

令和7年（２０２5年） 11月 6日
第１３回 都市経営会議資料

総務部 経営改革担当



2

（1） 使用料・手数料の一斉改定

受益者負担適正化ガイドラインに基づく各使用料・手数料の算定結果を踏まえ一斉改定

（2） 使用料 市外利用、営利等利用にかかる料金規定の条例明記

市外利用・営利利用など相当な理由があると認められる場合の利用について、市民料金に一定倍率を
乗じた利用料金の上限額を設定

（3） 使用料 除外・減免規定の見直し

「60歳以上」利用者への利用料金の除外・減免規定について、対象年齢を「65歳以上」に統一

受益者負担適正化を図るため、使用料及び手数料について以下の３つの改定を行う。

１ 条例の改正内容
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算定対象A
（市直営＆使用料徴収を委託している指定管理施設）

算定対象B
（利用料金制を導入している指定管理施設）

使用料

手数料

算定対象区分

ー
（区分無し）

算定対象件数

7施設

87件（※）

※ 例外規定に該当する手数料及び本年度料金改定を実施したクリーンセンター所管の手数料を除く。

駐車場

54施設

14施設

改定件数

5施設

55件

16施設

8施設

１ 条例の改正内容

・受益者負担適正化ガイドラインに基づく各使用料・手数料の原価等の算定を実施
・その結果を踏まえ、料金改定を行う使用料（施設）・手数料の件数は以下の通り

（1） 使用料・手数料の一斉改定
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ア 市営火葬場、手塚治虫記念館、人権文化センター（3施設）については、算定結果に基づき、使用料を改定する。

イ 看護専門学校は別途、新病院整備と合わせてあり方を検討していくことから、今回は見直しを行わない。

ウ 宝塚市立自転車等駐車場は、令和9年度の指定管理者更新にあたり利用料金制度の導入を検討していることから、その検討結果
も踏まえて令和8年度に条例改正を行う予定（令和8年3月議会までに方針決定予定）。（都市安全部）

2 8/4戦略本部会議での決定内容（ふりかえり）

（1） 使用料・手数料の一斉改定 ①算定対象A（市直営＆使用料徴収を委託している指定管理施設）

１ 条例の改正内容
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カテゴリ 該当施設
該当施設

全体の乖離率
改定率

福祉施設 総合福祉センター、宝塚市立老人福祉センター 56.75％ 1.56倍→1.5倍（上限）

文化施設
国際・文化センター、文化施設ソリオホール、文化施設ベガ・ホール、宝塚市立文化芸術センター、宝
塚文化創造館

153.38％ 2.53倍→1.5倍（上限）

観光施設 長谷牡丹園 273.92% 3.73倍→1.5倍（上限）

スポーツ施設 スポーツセンター、花屋敷グラウンド、高司グラウンド、売布北グラウンド、末広体育館 109.57％ 2.09倍→1.5倍（上限）

社会教育施設 西公民館、中央公民館、東公民館 243.25％ 3.43倍→1.5倍（上限）

公益施設 さらら仁川公益施設、ピピアめふ公益施設 -33.08% －

農業振興施設 農業振興施設、宝塚園芸振興センター 3.03% －

コミュニティ施設等
共同利用施設（24施設）、地域利用施設（7施設）、中山台コミセン、末成集会所、男女共同参画セン
ター

-9.90% －

ア カテゴリごとに乖離率を算出し、乖離率が50％（1.5倍）を超える福祉施設、文化施設、観光施設、スポーツ施設、社会教育施設
について、各貸室等の条例上の利用料金上限額を一律1.5倍に改定する。

イ 公益施設、農業振興施設、コミュニティ施設等については、実際の利用料金と理論上の利用料金の乖離率がマイナス又は10％
以下であることから、改定しない。

１ 条例の改正内容

（1） 使用料・手数料の一斉改定 ②算定対象B（利用料金制度を導入している指定管理施設）
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１ 条例の改正内容

最初の60分無料
以降、100円/３０分(最大料金なし)

市役所駐車場

末広中央公園
駐車場

現行

(年末年始を除く 入庫時間が8:00～21:00)

最初の60分無料、以降、100円/2０分 (最大料金なし)

(年末年始の終日 または 入庫時間が21:00～8:00)

100円/20分 (６０分無料なし ＆ 最大料金なし)

改定額

ア 市役所駐車場および末広中央公園駐車場の料金を、以下のとおり改定する。

イ 以下の駐車場の料金について、条例上の上限額を100円/20分に改定する。
東公民館駐車場、西公民館駐車場、スポーツセンター駐車場、売布北グラウンド駐車場、
花屋敷グラウンド駐車場、高司グラウンド駐車場

ウ あいあいパーク（長尾SC）駐車場については、今後、無料時間設定を見直す（複合施設であるため、各施設と調整を図り、
主に夜間の無料時間を廃止する予定。条例上の規定はなし）。

エ ベガ・ホール駐車場、文化創造館駐車場、文化芸術センター駐車場、宝塚駅前駐車場、武田尾駅前駐車場については、
近隣駐車料金との均衡を考慮した結果、見直しを行わない。

（1） 使用料・手数料の一斉改定 ③駐車場
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算定対象手数料 全87件（例外規定に該当する手数料（※）及び本年度料金改定したクリーンセンター所管手数料を除く）

ア 改定する手数料 ・・・ 55件

（ア）窓口等交付手数料を300円から「400円」、コンビニ交付手数料を200円から「300円」に改定を行う
手数料 ・・・ 53件 （次ページに考え方を記載）

（イ）その他金額の手数料 ・・・ 2件

イ 改定しない手数料 ・・・ 32件

（ア）企業会計/特別会計との均衡を考慮して負担を求めている手数料 ・・・ 20件

（イ）原価と現行料金の乖離率がマイナス又は10％以下の手数料（ア-（ア）該当手数料を除く） ・・・ 6件

（ウ）その他理由 ・・・ 6件

※ 法令等で標準額が示されているもの、県条例や近隣市と協調（協定等）しているもの

（1） 使用料・手数料の一斉改定 ④手数料

１ 条例の改正内容



ア 年間処理件数が最も多い「住民票」等、他の手数料に合わせて「現行300円」としている手数料は多く、算定対象
手数料全体の56％を占めている。

イ このことから最も年間処理件数の多い「住民票」の手数料改定に併せて、
他の同額の手数料（窓口等交付300円、コンビニ交付200円）を含めた
計53件について、一斉改定を行う。

ウ 「住民票」の発行手数料について、原価算定結果は以下のとおり。

8

手数料 現行 改定後

住民票（窓口等交付） 300円（原価481円・乖離率60.39％（約1.60倍）） 400円（300円×上限1.5倍、百円未満切り捨て）

住民票（コンビニ交付） 200円（原価371円・乖離率85.67％（約1.85倍）） 300円（200円×上限1.5倍）

１ 条例の改正内容

算定対象手数料のうち「300円」の手数料の割合

（1） 使用料・手数料の一斉改定 ④手数料
窓口等交付手数料を300円から「400円」、コンビニ交付手数料を200円から「300円」に改定を行う手数料の改定の考え方
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条例に記載する利用料金の上限額を市民利用の上限額に統一するとともに、市外利用の料金は市民利用の利用料

金の上限額の2倍、営利利用など相当な理由があると認められる場合には利用料金をさらに2倍とする規定につ

いて、施設の利用実態に合わせて規定する。

直営施設の使用料についても同様に市民料金と市民以外の料金がわかるよう、条例に規定する。

「60歳以上」利用者への利用料金の除外・減免規定について、一般的な高齢者の基準（※1）に合わせて、対象年齢を

「65歳以上」に統一する（該当施設（※2） ：老人福祉センター、総合福祉センター）

１ 条例の改正内容

※1 例えば、介護保険法では65歳以上を第一号被保険者として定義している。

また、高齢者の医療の確保に関する法律では65歳～74歳を前期高齢者として定義している。

※2 規則で規定している宝塚市立手塚治虫記念館については、上記同様に規則改正を行う予定。

（2） 使用料 市外利用、営利等利用にかかる料金規定の条例明記

（3） 使用料 除外・減免規定の見直し
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２ 改正条例数と施行日

区分 改正条例数 施行日

使用料_算定対象A 3条例 令和8年10月1日
（手塚治虫記念館のみ令和9年3月1日施行）

使用料_算定対象B 15条例
条例の公布をもって施行
（ただし、老人福祉センター、総合福祉センターの一部
規定は令和8年10月1日施行）

使用料_駐車場
2条例
（公民館、スポーツ施設駐車場は算定対象Bの中
にカウントされているため除外）

令和8年10月1日

手数料 7条例 令和8年10月1日

（1） 各区分ごとの改正条例数は以下のとおり。
（2） 市民への周知期間等を考慮し、施行日は以下のとおり設定する。

計 27条例





手数料（改定あり）

No 手数料の名称 所管部 所管課 手数料（円） 手数料の
原価（円）

原価との乖離率（％） 改定後の
手数料（円）

手数料根拠_法令等 手数料根拠_条項

1 火葬済証明書 環境部 生活環境課(火葬場) 300 407.58 35.86 400 宝塚市環境衛生事務手数料条例 第5条第1号

2 分骨証明書 環境部 生活環境課(火葬場) 300 407.58 35.86 400 宝塚市環境衛生事務手数料条例 第5条第1号

3 死体埋火葬許可証交付済証明書 環境部 生活環境課(火葬場) 300 407.58 35.86 400 宝塚市環境衛生事務手数料条例 第5条第1号

4 犬の登録原簿証明手数料 環境部 生活環境課(畜犬) 300 407.58 35.86 400 宝塚市環境衛生事務手数料条例 第5条第3号

5 市営霊園使用に係る各種証明手数料 環境部 生活環境課(霊園) 300 407.58 35.86 400 宝塚市環境衛生事務手数料条例 第5条第3号

6 市営霊園使用許可証の書き換え又は再交付手数料 環境部 生活環境課(霊園) 300 407.58 35.86 400 宝塚市環境衛生事務手数料条例 第5条第2号

7 学校給食費の未納がないことの証明にかかる手数料 管理部 学事課 300 387.27 29.09 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

8 預かり保育料の未納がないことの証明にかかる手数料 管理部 学事課 300 387.27 29.09 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

9 納税証明等手数料 企画経営部 市税収納課 300 572.38 90.79 400 宝塚市一般事務手数料条例 第２条第5項別表第５（1）

10 課税証明書（窓口） 企画経営部 市民税課 300 476.21 58.74 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（1）

11 課税証明書（コンビニ） 企画経営部 市民税課 200 570.14 185.07 300 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（1）

12 法人所在地証明書 企画経営部 市民税課 300 412.38 37.46 400 宝塚市一般事務手数料条例 第２条第５項別表第５（1）

13 土地、建物又は償却資産に関する証明 企画経営部 資産税課 300 495.91 65.30 400 宝塚市一般事務手数料条例 第２条第５項別表第5(2)

14 計量に関する事務に関する証明書交付手数料 産業文化部 消費生活センター 300 77.45 -74.18 400 宝塚市計量事務手数料条例 第2条第2項

15 農用地区域に関する証明 産業文化部 農の魅力創造課 300 10,810.55 3,503.52 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

16 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 産業文化部 農の魅力創造課 300 4,614.18 1,438.06 400 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例 第2条第5項別表第5（2）

17 引き続き農業経営を行っている旨の証明願 産業文化部 農業委員会 300 4,614.18 1,438.06 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

18 非農地証明願 産業文化部 農業委員会 300 9,294.55 2,998.18 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

19 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 産業文化部 農業委員会 300 4,614.18 1,438.06 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

20 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願 産業文化部 農業委員会 300 9,294.55 2,998.18 400 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例 第2条第5項別表第5（3）

21 耕作証明等 産業文化部 農業委員会 300 4,647.28 1,449.09 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

22 受理証明願 産業文化部 農業委員会 300 9,294.55 2,998.18 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

23 農園用地貸付を行った旨の証明 産業文化部 農業委員会 300 9,294.55 2,998.18 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

24
農業者証明書（都市計画法施行規則第６０条の規定に基づき、
当該建築物が都市計画法第２９条第１項第２号に該当し開発許
可等を要しないことを証明する証明書）

産業文化部 農業委員会 300 4,647.28 1,449.09 400 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例 第2条第5項別表第5（5）

25 育成料未納証明書発行手数料 子ども未来部 アフタースクール課 300 387.27 29.09 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（1）

26 保育料未納がないことの証明にかかる手数料 子ども未来部 保育事業課 300 387.27 29.09 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

27 地縁団体認可証明書手数料 市民交流部 市民協働推進課 300 1,172.95 290.98 400 宝塚市一般事務手数料条例 第２条第５項別表第５（3）

28 地縁団体印鑑登録証明手数料 市民交流部 市民協働推進課 300 1,172.95 290.98 400 宝塚市一般事務手数料条例 第２条第５項別表第５（６）

29 その他証明 市民交流部 窓口サービス課 300 723.22 141.07 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(10)(11)(17)

30 身分証明書 市民交流部 窓口サービス課 300 448.08 49.36 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(13)(14)

31 印鑑登録証明書 市民交流部 窓口サービス課 300 407.16 35.72 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(4)

32 印鑑登録証明書（コンビニ交付） 市民交流部 窓口サービス課 200 371.27 85.63 300 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(4)

33 印鑑登録 市民交流部 窓口サービス課 250 1,067.32 326.93 300 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(5)

34 住民票 市民交流部 窓口サービス課 300 481.17 60.39 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(7)

35 住民票（コンビニ交付） 市民交流部 窓口サービス課 200 371.34 85.67 300 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(7)

36 除票 市民交流部 窓口サービス課 300 566.58 88.86 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(7)

37 広域交付住民票 市民交流部 窓口サービス課 300 1,081.93 260.64 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(7)



No 手数料の名称 所管部 所管課 手数料（円）
手数料の
原価（円）

原価との乖離率（％）
改定後の
手数料（円）

手数料根拠_法令等 手数料根拠_条項

38 住民票記載事項証明 市民交流部 窓口サービス課 300 415.31 38.44 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(8)

39 戸籍附票 市民交流部 窓口サービス課 300 485.91 61.97 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(9)

40 戸籍附票（コンビニ交付） 市民交流部 窓口サービス課 200 466.76 133.38 300 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5(9)

41 証明書発行手数料（資格証再発行 等） 消防本部 消防本部総務課 300 774.55 158.18 400 宝塚市消防事務手数料条例 第２条第３項

42 再試験料 総務部 看護専門学校 1000 3,505.78 250.58 2,000 宝塚市立看護専門学校条例 第２条第４号

43 関係証明書等交付手数料 総務部 看護専門学校 300 308.16 2.72 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第５項別表第５（17）

44 業務履行実績証明書交付手数料 総務部 契約課 300 309.82 3.27 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

45 市制施行証明書交付手数料 総務部 総務部総務課 300 2,323.64 674.55 400 宝塚市一般事務手数料条例 第2条第5項別表第5（17）

46 都市計画道路証明手数料 都市安全部 道路整備課 300 1,549.09 416.36 400 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例 第2条第5項別表第5（5）

47 その他証明手数料 都市整備部 開発審査課2 300 774.55 158.18 400 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例 第2条第5項別表第5（1）

48
建築基準法施行規則第9条に規定する図面の写しの交付申請
手数料

都市整備部 建築指導課1 300 387.27 29.09 400 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例 第２条第8項別表第6（3）

49
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の
18に規定する計画書及び第11条の3第1項各号に規定する建
築計画概要書等の写しの交付手数料

都市整備部 建築指導課2 300 387.27 29.09 400 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例 第２条第8項別表第6（2）

50
建築基準法令の規定による処分に係る建築物（工作物を含
む。）の台帳記載事項の証明手数料

都市整備部 建築指導課2 300 774.55 158.18 400 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例 第２条第8項別表第6（1）

51 長期優良住宅の認定に関する証明 都市整備部 建築指導課2 300 774.55 158.18 400 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例 第２条第8項別表第6（5）

52 自動車保管場所使用確認証明手数料 都市整備部 住まいづくり推進課 300 774.55 158.18 400 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例 第2条第8項別表第6(6)

53 市営住宅入居証明手数料 都市整備部 住まいづくり推進課 300 774.55 158.18 400 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例 第2条第8項別表第6(7)

54 市営住宅家賃納付証明手数料 都市整備部 住まいづくり推進課 300 774.55 158.18 400 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例 第2条第8項別表第6(8)

55 都市計画関係証明手数料 都市整備部 都市計画課 300 9,294.55 2,998.18 400 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例 第2条第5項別表第5（3）














